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（４）科研費（直接経費）の使⽤③
物品費③

▶事務局（研究⽀援課）発注

※調達会議を経るため、時間に余裕を持った申請をしてください。

研究者の届けにより、研究⽀援課（⾞道は総務課）が発注します。事務局に納品された物品は研究⽀援課（⾞道は
総務課）及び校舎総務課で検収後、研究者へお渡しします。⽀払いも事務局で⾏います。なお、購⼊後直ちに寄付
申請書を提出いただきます（※直ちにできない場合は要相談）。
提出物：物品発注届（様式④-１）、カタログ等

❐ 6万円以上20万円未満（⽤品）

❐ 20万円以上（機器備品）
▶事務局（調達会議）発注

研究者の届けにより、研究⽀援課から各校舎総務課へ調達申請書を提出し、調達会議を経て各校舎総務課が発注
します。事務局に納品された物品は研究⽀援課（⾞道は総務課）及び校舎総務課で検収後、研究者へお渡ししま
す。⽀払いも事務局で⾏います。なお、購⼊後直ちに寄付申請書を提出いただきます（※直ちにできない場合は
要相談）。
提出物：物品発注届（様式④-１）、カタログ等

研究⽀援のご案内 P.11‐8〜9
P.2‐3‐2〜7
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（４）科研費（直接経費）の使⽤④
旅費

❐提出書類
▶出張前：「出張申請書」、（海外出張の場合「海外出張願」）
▶出張後：「出張報告書」、交通費領収書等

❐学外者への出張依頼
▶事務局を通じて、出張者所属機関若しくは出張者本⼈に「出張依頼書」を送付し、「出張承諾書」を受領
する

学内者、学外者にかかわらず個⼈研究費の旅費精算を準⽤します。

⼈件費・謝⾦
❐臨時職員（アルバイト）の雇⽤

▶勤務状況の説明、出退勤管理は研究⽀援課で⾏います。
▶雇⽤の1か⽉前までに研究⽀援課にお申し出ください。

❐⽀払報酬
▶「愛知⼤学の謝⾦に関する規程」に基づき謝⾦を⽀払います。例）アンケート謝⾦ 1千円/件以内 等
▶マイナンバー書類のやり取り等を事務局で⾏います。
▶業務依頼を検討している場合は、お早めにご相談ください。

研究⽀援のご案内 P.2‐2‐2〜2‐2‐18

研究⽀援のご案内 P2‐1‐2〜2‐1‐16
P.11‐10

P.11‐9〜10
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（５）研究実績や成果の報告➀

▶当該年度の研究実績や研究の進捗状況、⽀出状況について記載
❐実施状況報告書

研究実績や成果を報告し公開することは、研究成果の社会における活⽤を促進し、科研費制度について国⺠
の理解を深める上で重要です

❐実績報告書

▶補助事業期間全体の収⽀決算と当該補助事業の研究成果等について記載

❐研究成果報告書
▶研究期間全体の研究成果について記載

研究⽀援のご案内 P11‐1
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基⾦

提出時期：翌年度5⽉末

提出時期：翌年度6⽉末

提出時期：最終年度を除く翌年度5⽉末

❐実績報告書 提出時期：最終年度の翌5⽉末

▶年間の収⽀決算と当該補助事業の研究成果等について記載

❐研究成果報告書 提出時期：翌年度6⽉末

▶研究期間全体の研究成果について記載

（５）研究実績や成果の報告②
❐ KAKENデータベース 研究⽀援のご案内 P.11‐11

https://kaken.nii.ac.jp

「ＫＡＫＥＮ」には、次の情報が掲載され、広く⼀般に公開・利⽤されています。

22

出典：⽂部科学省・⽇本学術振興会「科研費ハンドブック（研究者⽤）2025年度版」



（６）科研費により得た研究成果の発信等➀

▶科研費により得た研究成果を発表する場合は、科研費により助成を受けたことを必ず表⽰してください。
▶Acknowledgment(謝辞)⼜は所定の箇所に、科研費による助成を受けた旨を記載する場合には、
「MEXT/JSPS KAKENHI Grant Number JP8桁の課題番号」を必ず含めてください。
・⽂部科学省から交付を受けた科研費の場合: MEXT KAKENHI Grant Number JP8桁の課題番号
・⽇本学術振興会から交付を受けた科研費の場合: JSPS KAKENHI Grant Number JP8桁の課題番号

❐研究成果発表時に係る謝辞の記載 研究⽀援のご案内 P.11‐11
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出典：⽂部科学省・⽇本学術振興会「科研費ハンドブック（研究者⽤）2025年度版」

※基⾦化された基盤（Ｂ）については、謝辞に記載する課題番号は最新の課題番号である基⾦の番号を使⽤してください。

ただし、当該研究成果が基⾦化前の成果である場合は、補助⾦の課題番号を使⽤しても構いません。

（６）科研費により得た研究成果の発信等②

研究⽀援のご案内 P.11‐11

❐科学研究費助成事業ロゴタイプ
科研費による研究成果を学会やシンポジウム等において公表されるときには、「科学研究費事業ロゴタイプ」
を積極的に活⽤してください。

ロゴタイプは↓のホームページからダウンロードできます。

●⽂科省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1321563.htm
●学振
https://www.jsps.go.jp/j-
grantsinaid/01_seido/07_kakenhilogo/index_kakenhi_logo.html

❐「researchmap」への登録
「researchmap」は科研費審査でも活⽤されており、政府全体でも更に活⽤していくこととされているため、
研究成果を含む研究者情報の積極的な登録をお願いします。
researchmap ：https://researchmap.jp/

24



P.1111-1-133131 14

25

26



❐補助学⽣へのコンプライアンス教育

▶コンプライアンス教育動画の視聴：すべての補助学⽣が業務開始前に動画（約30分）を視聴する
▶誓約書の提出：依頼者を通じて研究⽀援課へ誓約書を提出

❐研究協⼒者（学外者）へのコンプライアンス教育

27

学⽣を臨時職員として雇⽤した場合や業務を委託した場合、コンプライアンス教育が必要となります。
依頼者の責任の下、コンプラ教育を実施してください。

学外協⼒者には、コンプライアンス教育が必要となります。
依頼者の責任の下、コンプライアンス教育を実施してください。

▶紙資料の読了
▶確認書の提出

❐研究代表者の責務について
研究代表者の責務として、本内容を研究分担者等にも必ず周知し、研究活動の公正性の確保や適正な

研究費の使⽤について理解してもらうよう努めて下さい。
「研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使⽤について確認・誓約すべき事項」
https://www.jsps.go.jp/file/storage/grants/j-grantsinaid/15_hand/data/r04/kakenhi_checklist.pdf

（８）研究者が遵守すべき⾏動規範や法令等②

（８）研究者が遵守すべき⾏動規範や法令等③
❐研究内容によっては、法令や指針等に基づいて必要な⼿続き

が定められている場合があります
研究計画に含まれる研究内容 関係法令及び指針等

人を対象とする生命科学・医学系研究 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針

動物実験を含む研究 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針

非住居者若しくは外国への提供が規制されてい
る技術の提供又は貨物の輸出を含む研究

外国為替及び外国貿易法　等

社会的コンサス（関係者の同意・協力）を得る必
要がある研究
個人情報の取り扱いに配慮する必要がある研究

個人情報の保護に関する法律　等

上記以外にも、研究内容によって法令や指針等が定められている場合があります

28



（８）研究者が遵守すべき⾏動規範や法令等④

❐研究活動の健全性・公平性（研究インテグリティ）の確保について
近年、研究の国際化、オープン化に伴い、外国からの不当な影響などにより、研究者が意図せず利益相反・
責務相反状態となることや、科学技術情報の流出等の危険性が指摘されています。

29

詳細は以下のホームページをご覧ください。
「研究インテグリティに関する検討」
内閣府:https://www8.cao.go.jp/cstp/kokusaiteki/integrity.html

（８）研究者が遵守すべき⾏動規範や法令等⑤

②e-Radへの登録

（１）e-Rad以外の研究費の状況
（２）（兼業や、外国の⼈材登⽤プログラムへの参加、雇⽤契約の無い名誉教授を含む）

現在全ての所属機関・役職
（３）誓約状況

寄附⾦や資⾦以外の施設・設備等の⽀援を含む、⾃⾝が関与する全ての研究活動に係る
透明性確保のために必要な情報について、関係諸規程等に基づき所属機関に適切に報告
しているか。

⇒１.「2024年度 利益相反等⾃⼰申告書（産学官連携活動等（海外を含む））」を提出し
ているか

【登録内容】

30

対象：全ての研究代表者及び研究分担者 ※今年度既に対応済みの者を除く

➀「2025年度利益相反等自己申告書（産学官連携活動等（海外を含む））」
の提出

本説明会後、「公的研究費使⽤にあたっての誓約書」とともに研究⽀援課（⾞道は総務課）へご提出
ください。様式は、本説明会資料とともにダウンロード可能です。
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（９）審査委員候補者データベースの確認・更新

「審査委員候補者データベース」に登録されているデータの確認・更新は、適切な審査委員を選考するために
⼤変重要です。

情報の確認・更新は通年で可能です。
2024年4⽉以降、交付申請時に当該データベースを確認・更新いただくことになりました。

「申請者向けメニュー」で交付申請情報⼊⼒ボタン→「審査委員候補者情報の⼊⼒・確認」→ 「交付申請書・交付請求書の作成」

【確認・更新をお願いする事項】
１．基本情報（所属機関、職名等）
２．「審査可能区分」及び「内容の例」

・⼩区分：最⼤3つ（2つは必須）
※⼩区分については「内容の例」も

必ず登録してください。
・中区分：最⼤4つ（1つは必須）
・⼤区分：最⼤3つ（1つは必須）

３．主な発表論⽂、受賞歴
４．競争的研究費の獲得状況
５．メールアドレス

科研費制度は研究者が⽀えるものであり、研究者には「応募者」及び「研究実施者」としての責務とともに、「審査委員」と
しての「責務」があり、研究者が審査委員として優れた研究計画を⾒出すことは、科研費によって優れた研究成果を創出する
ことと同様、学術研究を⽀えるためにも重要です。
また、審査に参画することは、他の審査委員の多様な意⾒を踏まえ、客観的・学術的な評価を⾏う能⼒を磨き、視野を拡げる
ことにもつながります。

33

（10）科研費コンテンツのご紹介

⽇本学術振興会HP上に電⼦ブック形式で掲載されています。
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/index.html
▶使⽤ルールの概要等が確認できる。

❐研究者⽤ハンドブックについて

※ハンドブック等の記載事項に対しての学振への問い合わせは、事務担当者から⾏います。

34



（11）研究⽀援のご案内

https://www.aichi-u.ac.jp/kenkyu
▶各種様式のダウンロード
▶学内助成制度のご案内
▶科研費を含めた学外助成のご紹介
▶研究倫理
▶各種リンク 等

❐研究⽀援のご案内HP

35

❐冊⼦「研究⽀援のご案内」
▶LiveCampusU>トップメニュー>キャンパスinfo>学内共有ファイル >研究⽀援のご案内
▶サイボウズ＞⽂書管理(ルート)各課情報＞豊橋・名古屋研究⽀援課＞研究⽀援のご案内（PDF）

第Ⅱ部 科研費使用ルールについて

36

２．研究データの取り扱いについて
（１）愛知⼤学研究データ管理・公開ポリシー
（２）研究データマネジメントについて
（３）論⽂のオープンアクセス化について



（１）愛知大学研究データ管理・公開ポリシー

37

❐愛知⼤学研究データ管理・公開ポリシー解説 2025年7月1日公開

（⽬的）
愛知⼤学（以下「本学」という。）は、「世界⽂化と平和への貢献」「国際的教養と視野をもった⼈材の育成」「地域社会

への貢献」という建学の精神に則り、世界と地域の社会⽂化の平和的発展を⽬指し、研究活動を推進してきた。
知を愛する⼤学として変化する時代の要請に応えつつ、更に新たな知の創造と社会への貢献を進める上で、オープンサイエ

ンスの実現化に向けて取組むことが重要である。
このため、本学は研究データを適切に管理し、公開及び利活⽤するためのポリシーを以下のとおり定める。

（研究データの定義）
１． このポリシーが対象とする研究データとは、本学における研究活動の過程で研究者によって収集・⽣成されたデータを指
し、デジタルか否かを問わない。
（研究データの管理等）
２． 研究データの管理並びに公開及び利活⽤の⽅法は、それを収集・⽣成した研究者が、法令、本学の規程等並びに他の者の
権利及び法的利益を害さない範囲内において、判断することができる。
（研究者の責務）
３． 研究者は、前項に掲げる範囲内において、研究データを適切に管理し、可能な限りそれを公開し、利活⽤に供する。
（⼤学の責務）
４． 本学は、研究データの管理並びに公開及び利活⽤を⽀援する環境を整備する。

以下略

❐愛知⼤学研究データ管理・公開ポリシー（⼀部抜粋）2025年7月1日公開

愛知⼤学公式HP＞トップページ > 愛知⼤学 研究⽀援のご案内 > 公的研究費管理・監査体制 > 研究データ管理・公開ポリシー
https://www.aichi-u.ac.jp/kenkyu/kansa/policy

（２）研究データマネジメントについて➀

38

❐⽤語の解説
▶研究データ：

研究開発の過程で⽣み出される全てのデータで、電磁的な形態により管理可能なものをいう。
▶管理対象データ：

研究データのうち、研究者の所属する期間の基準等に基づき、管理・利活⽤の対象として、研究者がその
範囲を定めるものをいう。

▶データマネジメントプラン（DMP）:
研究データの保存・管理並びに、公開・共有、利活⽤に関する⽅針を定める計画書をいう

▶メタデータ：
管理対象データを説明するための情報から構成されるデータをいう。（名称、種別、説明、管理者、等）



（２）研究データマネジメントについて②
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世界的に研究成果のオープン化が進みつつあり、政府⽅針により、公的資⾦により得られた研究データに
ついて、産学官における幅広い利活⽤を図るよう求められている

（参考）
「公的資⾦による研究データの管理・利活⽤に関する基本的な考え⽅」（令和3 年4⽉27⽇ 内閣府統合イノベーション
戦略推進会議決定）において、研究データ の管理・利活⽤、研究にかかわる機関や研究者の責務等が⽰されました。
参考資料２_公的資⾦による研究データの管理・利活⽤に関する基本的な考え⽅ （統合イノベーション戦略推進会議）
https://www.mext.go.jp/content/20210608-mxt_jyohoka01-000015787_06.pdf

❐政府⽅針

（研究データの公開・共有の考え⽅）
▶『公的資⾦による研究データについては、オープン・アンド・クローズ戦略に基づき管理・利活⽤を⾏う必要が

ある』
▶『論⽂のエビデンスとしての研究データは原則公開』
▶『その他研究開発の成果としての研究データについても可能な範囲で公開することが望ましい』
▶『研究分野等の特性や、（中略） 組織の特性に配慮して、「公開」、「共有」 ⼜は「⾮共有・⾮公開」

の判断が⾏われる必要がある』

❐科研費での対応

40

（２）研究データマネジメントについて③

出典：⽇本学術振興会
令和７(2025)年度科学研究費助成事業等説明会（2025.7.7開催）「令和８(2026)年度公募について」



（２）研究データマネジメントについて④

❐科研費での対応の流れ

◆研究データのうち、研究者⾃⾝が管理対象とするデータを判断し、DMPを作成する。
その際、研究分野等の特性や、データを管理する組織の特性等に配慮し、「公開」、「共有」または

「⾮共有・⾮公開」を判断 する。
※ DMPの提出は不要

◆DMPに基づき適切な研究データの管理のもと、研究を進める。
◆研究の進捗に応じてDMPは適宜更新する。

◆補助事業により⽣み出した研究データは、研究終了後も適切に管理する。
公開する研究データは、DMＰに基づき、機関リポジトリや分野別リポジトリ等に格納する。

→愛知⼤学リポジトリへの登録ご希望の場合は、研究⽀援課へお問合せください
◆実施状況報告書及び実績報告書の⼀部として、補助事業により⽣み出し、公開した研究データの情報（メタ

データ等）を提出する。
◆提出されたメタデータ等の情報は、KAKEN及びCiNii Researchに連携され、登録・公開される。

【研究実施中】

【各年度の研究終了後】
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【研究開始前】

❐データマネジメントプラン（ＤＭＰ）記⼊例

⽇本学術振興会トップページ＞ 科学研究費助成事業＞ 制度概要＞ 科研費における研究データの管理・利活⽤について
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/10_datamanagement/index.html

（２）研究データマネジメントについて⑤
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4.研究データ情報
・研究データの名称
・研究データの概要
・研究データの取得者⼜は収集者
・研究データの管理者
・機微情報がある場合の取り扱い⽅針
・研究データの公開・提供⽅針
・研究データの公開・提供⽅針詳細
・研究データの公開・提供場所（URL,DOI）
・研究データ公開⽇（予定⽇）



❐データマネジメントプラン（ＤＭＰ）作成における留意点
研究データは、オープン・アンド・クローズ戦略に基づき管理・利活⽤を⾏ってください 。

▶論⽂のエビデンスとしての研究データは原則公開とし、その他研究開発の成果としての研究データについても可能
な範囲で公開することが望まれます。

▶ただし、その際、研究分野等の特性や、データを管理する組織の特性に配慮して、「公開」、「共有」⼜は「⾮共
有・⾮公開」の判断が⾏われる必要があります。

▶個⼈情報、企業の秘密情報、研究の新規性、我が国の安全保障等の観点から留意すべき研究データは⾮公開とする
ことが求められます。

▶また、産業競争⼒や科学技術・学術的な優位性を確保するためには、研究データを即時に公開することが適切でな
い場合もあり得ることから、公開による利活⽤の促進とのバランスを考慮しつつ、適切なエンバーゴ(時限付き⾮
公開）期間を設定することも可能です。

（２）研究データマネジメントについて⑥
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▶研究代表者は「研究発表の⼊⼒」画⾯において、発表した雑誌論⽂情報とその根拠データのメタデータ情報を⼊⼒してくださ
い。
▶提出を求めるのは公開している論⽂根拠データのメタデータ情報です。
（⾮共有・⾮公開の根拠データについてはメタデータ情報は提出不要）

❐公開している論⽂根拠データの科研費電⼦申請システム⼊⼒イメージ

44

＜報告を求めるメタデータに関する項⽬＞
8. 掲載論⽂の根拠データのDOI・URL
9. データの名称
10. データの説明
11. データの分野
12. データの種別
13. 管理対象データの利活⽤・提供⽅針
14. リポジトリ情報
15. データ管理者

提出するメタデータの項⽬の詳細については、以下を参照のこと
▶「公的資⾦による研究データの管理・利活⽤に関するメタデータ説明
書 第1.0版」
https://www8.cao.go.jp/cstp/metadatainstructions.pdf
▶令和7年1⽉に⾏われた科学研究費助成事業（科研費）に関する
説明会の資料２「令和７年度における制度改正事項について」（ｐ18）
https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_g_2834/r7shiryou02_rev2.pdf#pag
e=18

（２）研究データマネジメントについて⑧



❐研究データの管理・利活⽤に関するFAQ（学振ＨＰより⼀部抜粋）
Q2 .研究分担者もDMPの作成が必要ですか。
A2. DMPの作成は研究代表者が取りまとめることとしていますが、研究代表者、研究分担者毎に作成し、研究代表者の⽅でまとめる形でも

構いません。研究代表者、研究分担者及び研究協⼒者等と協議の上、作成してください。
Q3. 論⽂根拠データのほか、その他研究開発の成果としての研究データについても可能な範囲で公開することが望まれるとのことですが、

どのように判断したらよいですか。
A3. 研究データはオープン・アンド・クローズ戦略に基づいて、公開及び共有が実施される必要があります。特に、個⼈情報、企業の機密

情報、研究の新規性、我が国の安全保障等の観点から、留意すべき研究データは⾮公開とすることが求められます。このため、研究者は、
単純に公開や共有を是とするのではなく、合理的な理由により公開及び共有の範囲を設定するようにしてください。

Q4. 実施状況報告書及び実績報告書の作成において研究データの情報を⼊⼒する際には、事前に根拠データを機関リポジトリで公開してお
く必要があるのでしょうか。また、機関リポジトリが整備できていない場合はどのように対応すればよいでしょうか。

A4. 研究データ本体は原則として機関リポジトリに格納し、メタデータ情報として研究データ本体の公開 URL または DOI を⼊⼒してくだ
さい。ただし、科研費では実施状況報告書及び実績報告書に⼊⼒されたメタデータ情報が KAKEN 及び CiNii Research に連携され、登
録・公開されますので、機関リポジトリが整備できていない場合は分野別リポジトリや汎⽤リポジトリ等を活⽤することも妨げません。
なお、論⽂と根拠データの公開 URL ⼜は DOI が同⼀の場合は、根拠データの⼊⼒は不要です。

Q6. メタデータ項⽬のうち、データ管理機関やデータ管理者の考え⽅について教えてください。
A6. データ管理機関については、各管理対象データを管理する研究開発を⾏う機関の名称を⼊⼒してください。研究機関外のリポジトリ等

に研究データを格納している場合であっても、リポジトリ⾃体の管理を⾏っている機関名ではなく、当該課題の研究者の所属研究機関の
情報を記載します。また、データ管理者の連絡先については、個⼈情報保護及び管理対象データに興味を有する第三者が必ずデータ管理
者にたどり着けるようにする観点から、できるだけ個⼈ではなく組織の連絡先を⼊⼒してください。

45

（２）研究データマネジメントについて⑨

❐参考
（２）研究データマネジメントについて⑩
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研究データに関する概念整理

管理対象データの公開及び共有の区分

出典：内閣府
公的資⾦による研究データの管理・利活⽤に関する進捗と事例〜
研究データ2022〜



（３）論文のオープンアクセス化について➀
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❐論⽂等の即時オープンアクセス
学術出版社による市場⽀配の構造、購読料や掲載公開料等の⾼騰を背景に、政府⽅針のもと、公的資⾦に
よって⽣み出された論⽂や研究データ等の研究成果は国⺠に広く還元されるべきものとして、競争的研究費
による学術論⽂及び根拠データ（※）の学術雑誌への掲載後、即時に機関リポジトリ等の情報基盤への掲載
を義務づけるよう、求められています。

❐論⽂のオープンアクセス
論⽂のオープンアクセス化とは？
論⽂のオープンアクセス化とは、査読付きの学術雑誌等に掲載された論⽂を誰でもインターネットから時間や
場所の制約なく無料でアクセスし⼊⼿できるようにすることです。⽇本学術振興会は、独⽴⾏政法⼈⽇本学術
振興会の事業における論⽂のオープンアクセス化に関する実施⽅針を定めており、⽇本学術振興会が交付する
科研費をはじめとする研究資⾦による論⽂は原則としてオープンアクセスとすることとしています。

オープンアクセス化によるメリット
論⽂のオープンアクセス化が拡⼤すれば、学術情報を様々な制約なく流通させ、また⼊⼿することが可能とな
り、学術研究の発展に寄与します。また、異なる分野の研究成果に触れることも容易になるため、研究の幅が
広がり、さらには、世界の国々の情報格差の解消にも役⽴ちます。
論⽂を発表した研究者⾃⾝にとっても、⾃らの研究成果に関する情報発信⼒が⾼まり、例えば、論⽂の被引⽤
数の増加など様々な利点が期待されます。

（３）論文のオープンアクセス化について②
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❐科研費におけるオープンアクセスの対応

（参考）学術論⽂等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本⽅針（令和６年２⽉ 16 ⽇統合イノベーション戦略推進会議決定）
https://www8.cao.go.jp/cstp/openscience/r6_0221/hosaku.pdf

主に2026年度新規採択分から
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OA APC Article Processing Charge

OA OA OA
OA

OA

OA

APC

OA
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1111-11-122121 13
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第Ⅱ部 科研費使用ルールについて

53

４．2024年度間接経費の使用実績について

リンク集
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🔷愛知⼤学研究⽀援のご案内（各種様式）
https://www.aichi-u.ac.jp/kenkyu/youshiki

🔷KAKENデータベース：科研費に関するデータベース
https://kaken.nii.ac.jp

🔷⽂科省・学振 科研費ハンドブック〜より有効に使っていいただくために〜（研究者⽤）
https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_e-book_2025/index.html#page=1

🔷学振 科研費における研究データの管理・利活⽤について
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/10_datamanagement/index.html
※ＤＭＰ様式例・記⼊例のダウンロードが可能

🔷学振 科研費における論⽂のオープンアクセス化について
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/08_openaccess/index.html


	2-1_第2部2025科研費使用ルール資料_配布用
	2-1_第2部2025科研費使用ルール資料_配布用
	2-1_第2部2025科研費使用ルール資料_配布用
	NP20250828_長本_科研費使用ルール2025（配布資料作成用音声アイコン削除）

	NS科研費使用ルール2025（配布資料作成用音声アイコン削除）

	19-20_長本_科研費使用ルール2025（配布資料作成用音声アイコン削除）
	55520250828_長本_科研費使用ルール2025（配布資料作成用音声アイコン削除）



